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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 3月 10日 (2004.3.10)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 ２ つ の 回 転 角 度 セ ン サ に よ り 「 力 行 」 ,「 中 立 」 ,「 ブ レ ー キ 」 の 各 ノ ッ チ
に 相 当 し た 信 号 を 出 力 す る 主 幹 制 御 器 に お い て 、 前 記 「 中 立 」 を 検 知 す る 位 置
セ ン サ け 、

検 出 し て い な い 前 記 回 転 角 度 セ ン サ の 出
力 を 開 放 さ せ る よ う に し た こ と を 特 徴 と す る 主 幹 制 御 器 。
【 請 求 項 ２ 】
　 ２ つ の 回 転 角 度 セ ン サ に よ り 「 力 行 」 ,「 中 立 」 ,「 ブ レ ー キ 」 の 各 ノ ッ チ
に 相 当 し た 信 号 を 出 力 す る 主 幹 制 御 器 に お い て 、 前 記 ２ つ の 回 転 角 度 セ ン サ の 出 力 信 号 を
比 較 し 、 両 者 の 信 号 が 異 な っ た と き に は 、 よ り ブ レ ー キ 側 の 信 号 を 選 択 し て 出 力 さ せ る こ
と を 特 徴 と す る 主 幹 制 御 器 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
  図 ４ は で 示 し た ノ ッ チ 判 別 部 ８ ａ に お け る 回 転 角 度 セ ン サ か ら の 角 度 出 力 信 号 θ １
に よ る ノ ッ チ 判 別 に つ い て 示 し た も の で あ る 。 検 出 ノ ッ チ 信 号 か ら 該 当 す る ノ ッ チ 判 別 を
す る に は 、 ２ ° の ヒ ス テ リ シ ス を 持 っ て 判 別 す る 。 す な わ ち 、 「 Ｎ 」 か ら 「 Ｐ １ 」 に 進 む
場 合 は 、 真 の ノ ッ チ 位 置 「 Ｎ 」 か ら 「 Ｂ １ 」 方 向 へ ６ ° 回 転 し た と こ ろ で ノ ッ チ 判 別 部 ８
ａ 出 力 す な わ ち 検 出 ノ ッ チ は 「 Ｎ 」 か ら 「 Ｐ １ 」 に 変 化 す る 。 同 様 に 、 「 Ｐ １ 」 か ら 「 Ｎ
」 に 戻 る 場 合 は 、 真 の ノ ッ チ 位 置 「 Ｎ 」 か ら ４ ° の と こ ろ ま で 戻 っ て き た 時 点 で ノ ッ チ 判
別 部 ８ ａ 出 力 す な わ ち 検 出 ノ ッ チ は 「 Ｐ １ 」 か ら 「 Ｎ 」 に 変 化 す る 。 こ の ヒ ス テ リ シ ス を
設 け て い る の は 、 ノ ッ チ の 境 界 付 近 に お け る チ ャ タ リ ン グ 発 生 を 防 止 す る た め で あ る 。
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を 設 該 「 中 立 」 を 検 知 す る 前 記 位 置 セ ン サ が 前 記 ハ ン ド ル の 「 中 立 」 を 検 知 し
た 時 点 に お い て 、 当 該 「 中 立 」 に 相 当 し た 信 号 を
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